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開議 午後１時０１分 

 

○議長（福岡邦彬君） 

  皆様、こんにちは。 

  ただいまの出席議員は１４名であります。 

  定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとお

りでございます。 

  日程第１「第５０号議案 豊能町立農村

婦人の家設置条例廃止の件」は、豊能町議

会会議規則第２０条第２項により、議案撤

回請求があり、豊能町議会会議規則第２０

条第１項の規定により、議長において許可

し、当該日程第１を欠番とする旨、報告い

たします。 

  日程第２「第５４号議案 平成２４年度

豊能町一般会計補正予算の件」は、豊能町

議会会議規則第２０条第２項により、議案

訂正請求があり、豊能町議会会議規則第２

０条第１項の規定により、議長において許

可する旨、報告いたします。 

  日程第２「第５４号議案 平成２４年度

豊能町一般会計補正予算の件」を議題とい

たします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  第５４号議案、平成２４年度豊能町一般

会計補正予算の件について、御説明申し上

げます。 

  補正予算書の１ページをお願いいたしま

す。平成２４年度豊能町一般会計補正予算

（第５回）でございます。 

  第１条といたしまして、既定の歳入歳出

予算の総額に、１億7,１３５万1,０００円

を増額し、歳入歳出予算の総額を６３億1,

４０９万7,０００円とするものでございま

す。補正の款項の区分及び金額並びに補正

後の金額は、２ページから３ページの「第

１表歳入歳出予算補正」によります。 

  それでは、今回の補正の内容について、

まず、歳出から御説明申し上げます。 

  ９ページをお願いいたします。 

  総務費、総務管理費、一般管理費の基金

管理事務事業でありますが、平成２３年度

決算により、前年度繰越金が確定いたしま

したため、前年度繰越金の２分の１と今回

の補正における余剰金を財政調整基金に積

み立てるものでございます。 

  次に、徴税費、賦課徴収費の町・府民税

課税事務事業でありますが、還付金が当初

の見込みを上回ると予想されるため、３月

までに見込まれる還付金相当額を増額する

ものでございます。 

  次に、民生費、社会福祉費、老人福祉セ

ンター運営費の老人福祉センター管理運営

事業でありますが、府補助金を活用して、

永寿荘、豊寿荘の施設と備品を整備するも

のでございます。 

  次に、１０ページをお願いいたします。 

  後期高齢者医療費の後期高齢者療養給付

費負担金事業でありますが、平成２３年度

分の広域連合負担金の精算に伴い、その不

足分を増額するものでございます。 

  次に、児童福祉費、児童措置費の子ども

手当支給事業でございますが、実績に伴い

不用額を減額するものでございます。 

  次に、１１ページの衛生費、保健衛生費、

予防費の予防接種事業でありますが、国の

制度改正により不活化ポリオワクチン及び

４種混合ワクチンの接種が始まったことか

ら、その必要経費を増額するものでござい

ます。 

  次に消防費、常備消防費の常備消防活動

事業でありますが、新規採用する職員２名

に貸与する被服、装備品の経費を増額する

とともに、備品購入の実績に伴い不用額を
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減額するものでございます。 

  次に、１２ページをお願いいたします。 

  教育費、中学校費、学校管理費の中学校

運営事業でありますが、来年度入学予定者

の生徒が車椅子での移動を必要とするため、

車椅子のまま階段を昇降できる機器を購入

するものでございます。 

  歳出の説明は以上でございます。 

  続いて歳入の説明をさせていただきます。 

  ７ページをお願いいたします。 

  国庫支出金、国庫負担金、民生費国庫負

担金の児童措置費国庫負担金と、次の府支

出金、府負担金、民生費府負担金の児童措

置費府負担金でありますが、歳出の子ども

手当支給事業の不用額の減額に伴い減額す

るものでございます。 

  次に、府補助金、民生費府補助金の老人

福祉センター運営費府補助金でありますが、

歳出のところで申し上げました永寿荘、豊

寿荘の施設・備品の整備に対して交付され

るものでございます。 

  ８ページをお願いいたします。 

  繰越金でありますが、平成２３年度決算

により、前年度繰越金が確定したために増

額するものでございます。 

  説明は以上でございます。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（福岡邦彬君） 

  起立全員であります。 

  よって、第５４号議案は、原案のとおり

可決されました。 

  日程第３「第５６号議案 豊能町一般職

の職員の給与に関する条例改正の件」を議

題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  第５６号議案、豊能町一般職の職員の給

与に関する条例改正の件について説明をさ

せていただきます。 

  本件につきましては、人事院における一

般職の職員の給与に関する法律の改正に関

する勧告の趣旨等を踏まえ、一般職の職員

の給与の改定を行うものでございます。 

  改正の内容といたしまして、５０歳代後

半層における給与水準の上昇を、より抑制

するため、昇給制度の見直しを行うもので、

第９条第３項を改正し、５５歳を超える職

員の昇給の号給数について、これまで２号

給とすることを標準としていたものを昇給

しないよう措置するとともに、附則におけ

る特例としまして設けておりました住居手

当及び通勤手当の引き下げに関する規定に

ついて、本条の本則において規定するよう

改正を行うもので、住居手当については第

１４条の３を、通勤手当については第１５

条を、それぞれ改めるとともに、附則中第

２０項及び第２１項を削除するものでござ

います。 

  なお、この条例は平成２５年１月１日か

ら施行するものでございます。 

  今回の改正による影響額は、今年度の該

当職員は２５名ございますけれども、１年

間を通じて約４５万円の減額となるという

予定でございます。 
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  説明は以上でございます。よろしくお願

いをいたします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

  岩城議員。 

○４番（岩城重義君） 

  ４番岩城です。 

  この条例ですけども、これ人事院勧告と

あるんですけども、これ今、この改正をし

ない場合、どのような影響があるでしょう

か。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  今回の給与改定を行わなかったときの影

響でございますが、国のほうからは今人事

院の勧告の趣旨に従ってですね、地方公務

員も従うようにというような通知が、総務

省のほうから参っております。 

  額的には少ないですけれども、これを実

施しないということになれば、特別交付税

等で一定裕福な団体であるというふうな認

定が受けれてですね、指導といいますか、

そういった交付税に影響がされるんではな

いかというふうに思っているところでござ

います。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  岩城議員。 

○４番（岩城重義君） 

  それでは、２回目ですけども、その特別

交付税、また交付税に影響があるから職員

が、その分、被害をこうむるということで

いいんでしょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  地方公務員法上、一定、社会の状況に応

じて給与を適正にするという条項がござい

まして、国の給与と民間の給与の較差、今

回については、わずかでございますけれど

も、５５歳以上の昇給を停止ということで

されてはおりますけれども、影響は当然、

出てくるものというふうに思っております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  ほかにございますか。 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  これは、豊能町の職員組合のほうでは、

どのように説明して、どのような話し合い

になったのか。妥結したということで、こ

れ取り上げて、提案されてきたのだとは思

いますが、その内容についてですね、すん

なりとはいってないとは思いますが、その

内容について、ちょっと条件があったんじ

ゃないかと思いますので、お聞かせくださ

い。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  組合交渉の内容でございますけれども、

事務折衝を２回、それから役員交渉を２回

行いまして、最後、町長との団体交渉を行

ったわけでございます。 

  この中で人勧と、それから、退職手当の

二つについて、今１２月に提案をしたいと

いう申し入れを行いました。職員組合につ

いては、財政再建計画の見直しで、今現在

５％の給与カットをしているということで、

到底認められないという、初めはそういう

話でございましたけれども、最終的には財

政再建計画をこしらえました平成２２年の

時点でですね、職員の給与を５％カットと

いう条件のときに、３年経過したときに再

度、人件費については見直しをするという
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ことが、前池田町長との間で締結をされま

して、財政計画の中に５％のカットという

ものを盛り込んだところでございまして、

今回、平成２４年度の決算の状況を見てで

すね、職員組合と人件費の取り扱いについ

て、再度、交渉をするということで、職員

組合のほうも御理解をいただいて、今回の

提案に至ったというのが現状でございます。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  見直しというお話ですが、その見直しに

ついて、その見直しの内容も、いろいろと

お話があったんじゃないかと思うんですけ

れどもね。現在、自主的な５％を削減、豊

能町としてやっているということですけど、

その上に今回、出てきておるわけですけど

も、来年の、その決算時までは、これがも

し通ればですね、負担がふえるという話に

なるわけですけれども、それまでは了解が

あったということと、それから、その見直

し、９月の決算時の見直しによって、じゃ

あ今後はどのようにしてほしいという、そ

ういう要求もあったんじゃないかと思いま

すが、いかがでしょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  職員組合からの要求はですね、５％カッ

トしているやつについては、戻してほしい

という基本的な考え方を持っておられます。 

  これについては、財政状況、今後の税収

状況等も勘案して、再度、人件費をどうい

うことにするかということに。例えば、そ

れを引き続き２年間はやるか、あるいは減

額するか、あるいはまた、多くするかとい

うことについては、改めて話し合いをする

ということで了解を得たというふうに思っ

ております。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

  井川佳子議員。 

○２番（井川佳子君） 

  お一人当たり、月1,１００円と承ったよ

うな気がするんですけれども、もう５％カ

ットしてますので、もうそれは十分クリア

していると思います。 

  ですから、これをですね、国のほうに、

もう既にカットされてますということを伝

えるだけで、そのペナルティーがなくなる

んではないかと思うんですけど、その考え

についてお答え願います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  職員の給与のカットというのは、平成２

２年度以降、豊能町の財政を見たときに非

常に逼迫するということから、財政再建に

陥る可能性があるということから、豊能町

の独自の問題として、給与の削減を行って

いるということでございます。 

  国の人事院勧告制度というのは、民間と、

それとの、公務員との差という形で、社会

情勢の適用ということが地方公務員法では

うたわれておりますので、これはこれとし

てですね、別に考えていかなければならな

い問題だというふうに思っておるところで

ございます。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  井川佳子議員。 

○２番（井川佳子君） 

  前もって引かれているのに、また人事院
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勧告に合わせて引かれるという、何かイメ

ージ的に二重引きされているようなイメー

ジがあります。 

  やはり、何というんですかね、職員の皆

さんのその対価としての給料があるわけで、

そこからまた下がると、士気が下がるんで

はないかと私は思われるんですけど、そう

いうことについてはどうお考えですか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  職員の士気が下がるんではないかという

ことでございます。これ確かに言われると

おりに、士気は下がってくるだろうという

ふうには思っております。 

  ただ、職員組合とも約束をしております

けれども、財政再建上の人件費等について

は、３年後に見直すということになってお

りますので、そのときにですね、十分、職

員組合とも納得していただけるような話し

合いをしていきたいというふうに思ってい

るところでございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

  岩城重義議員。 

○４番（岩城重義君） 

  ４番、岩城でございます。 

  この議案に対して、反対の討論をいたし

ます。 

  このような、デリケートな問題が、今回、

この日に、追加議案という形で出てくると

は思いもよりませんでした。 

  やはり常任委員会で審査すべき事項であ

ると考えております。また、５５歳以上、

以下で人を差別するような議案には、憲法

に抵触するおそれがあるため、この議案に

対して反対をいたします。 

  よろしくお願いします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  ほかにございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり決することに賛成

方は起立願います。 

（多数起立１０：３） 

○議長（福岡邦彬君） 

  起立多数であります。 

  よって、第５６号議案は、原案のとおり

可決されました。 

  日程第４「第５７号議案 職員の退職手

当に関する条例等改正の件」を議題といた

します。 

  提案理由の説明を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  第５７号議案、職員の退職手当に関する

条例等改正の件について、説明をさせてい

ただきます。 

  本件につきましては、国において施行さ

れる国家公務員の退職給付の給付水準の見

直し等のための国家公務員退職手当法等の

一部を改正する法律の改正内容に準じ、職

員の退職手当の支給水準の引き下げを行う

ものでございます。 

  改正の内容といたしましては、民間の退

職手当との支給水準の均衡を図るために、

条例上、設けられている調整率を引き下げ

るとともに、引き下げた調整率については、

退職理由や勤続年数にかかわらず、全ての

退職者に適用するよう措置するもので、条

例の附則や一部改正条例の附則を改正し、
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附則中に１００分の１０４として設けられ

ております調整率を１００分の８７とする

とともに、調整率を全ての職員に適用する

よう、附則中に設けられた勤続期間や退職

理由に関する規定を整備するものでござい

ます。 

  また、この条例は平成２５年１月１日か

ら施行するもので、経過措置として調整率

については、段階的に引き下げることとす

るものでございます。 

  なお、この改正によりまして、職員の退

職手当の支給額は段階的に引き下げられる

こととなり、平成２６年７月以降、退職金

の支給は、一人当たり約３８０万円減額さ

れる見込みとなっておりまして、全職員に

与える影響額といたしましては、８億7,８

００万円になるというふうに思っておりま

す。 

  説明は以上でございます。よろしくお願

いいたします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

  井川佳子議員。 

○２番（井川佳子君） 

  今、先ほどから言っているように５％カ

ットされてますが、その計算としてですね、

それは適用されるのかどうか、質疑いたし

ます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  退職手当の計算上ですね、今現在５％の

引き下げを行ってる分については対象外で

ございますので、もともとの給料に対して

退職金の算出を行うということになってお

ります。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  岩城重義議員。 

○４番（岩城重義君） 

  これ職員対象となっておりますけども、

特別職は対象に入っておるんでしょうか、

町長以下。お願いいたします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  一般職の職員のみでございます。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  岩城重義議員。 

○４番（岩城重義君） 

  それと、この施行期日ですけども、本来

４月１日からなるのが普通ではないかと、

私、勝手に思っておるんですけども、この

１月１日にしましたらね、今実際、退職し

ようかいなと思ってる方が、なかなか選択

の余地がなくなってしまうと。１月１日や

からね。あともうちょっとしか１２月あり

ませんのでね。これをですね、この４月１

日にしなかった理由というのはどこにある

んでしょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  この経過措置等の期日でございますけれ

ども、これについては、国に準じてやった

ところでございます。 

  これは、例えば３月、あるいは５月とか

いうてやりますと、対象者がいろいろと影

響してくるということがございますんで、

基準は国の期日を合わせてやったというこ

とでございます。どこの市町村も、この期

日で、１２月に提案したところはそういう

形にしているというふうに認識していると

ころでございます。 
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○議長（福岡邦彬君） 

  岩城重義議員。 

○４番（岩城重義君） 

  別によその市町村に合わすこともないと

思うんです。豊能町の場合は、豊能町で独

自でやっていただくほうが、その地方分権、

地方分権と今、言うてますのでね、そうい

うことはできないもんでしょうかというこ

とを一つお教え願いたいんです。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  独自でやろうと思ったらできんことはな

いと思いますけれども、例えば、これを４

月１日適用とかいうふうにやりますと、例

えば今年度、退職する職員が対象にならな

いとかいうことで、いろいろと設定する月

月によって対象者が違ってくるということ

がございますので、ここは国と同じく基準

日を合わせたところでございます。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  ほかにございますか。 

  橋本謙司議員。 

○１番（橋本謙司君） 

  今、ちょっと本件とは若干ずれるかもわ

かりませんけども、先ほど特別職について

は、本件、このあれとは関係ないというこ

とでしたけれども、そのあたりも踏まえて

当然、一般職をするということは、特別職

もするというふうな解釈でよろしいんでし

ょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えします。 

  私につきましては、今回の提案の内容も

聞き、また、組合交渉している中で、職員

組合の皆様にも御承諾いただいたことも受

けて、私としては退職金の引き下げのこと

については、今後、検討してまいりたいと

思っております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  提案の理由についてなんですけども、官

民較差を埋めるために引き下げるんだとい

うことですね。 

  この民間の数字をどの程度見込んでいる

のかということもありますし、それが理由

であるんならば、この職員、各自治体によ

っても違っているわけですよね、給与がい

ろいろと、多いとこもあれば、見比べてみ

て。 

  そういう中で、官民較差を埋めるために

引き下げるということが理由なんですけど

も、となると今回の１００分の１０４を１

００分の８７に下げてますね。これという

のは、豊能町独自ですか。それとも、これ

そのものが、もう通達なり何なりがあった

数字なのか、そこをお伝えください。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  今回の改正につきましては、国では国家

公務員の退職の給与の給付水準の見直し等

のために、国家公務員退職手当法等の一部

を改正する法律がされたところなんでござ

いますけれども、これのもとにつきまして

は、ちょっとすみません。 

  すみません。国において、共済年金職域

部分と退職給付に関する有識者会議の報告

というのがございまして、その主な内容に

つきましては、人事院の調査結果に基づい

て、官民の較差を是正すべきであるという
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ことで、この較差につきましては、公務員

の場合、退職金として2,７０７万1,０００

円から2,３０４万5,０００円に引き下げる。

較差といたしまして４０２万6,０００円が、

較差があるということで、これを引き下げ

なさいというふうに国のほうに有識者会議

からの報告があったということで、これを

受けまして、内閣において閣議決定をされ、

国のほうに法律を提案されて可決されたと

いうことでございまして、町は国家公務員

並みに引き下げてきたということでござい

ます。 

  今まで、豊能町の給与につきましても、

人事院勧告どおりにやっておりますので、

一定、国の給与水準とはあまり変わらない

というふうに思っているところでございま

す。 

○議長（福岡邦彬君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  念を押しますが、豊能町は国の給与水準

と変わりませんか。 

  私は、今回の、この官民較差を埋めると

いう理由の中でね、退職金が、総額やっぱ

り３８０万円というのは非常に大きいと思

うんです。大き過ぎるような気がするんで

すね。となると、この１００分の１０４、

これが１００分の８７、この数字というも

のは、そのまま丸々、今の御説明ですと受

けたようなふうに聞こえましたんで、これ

はやっぱり豊能町独自で、やはり考えて提

案するということはできなかったんですか。 

  それとも、さっき念を押しましたように、

国の水準と豊能町も同じですか。ここの近

隣自治体と見ても、決して豊能町の職員の

給与は多いと思いませんので、そのあたり

の御答弁をお願いいたします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  豊能町の給与水準でございますけれども、

ラスパイレス指数からいきますと、９２％

前後でございます。これは５％の削減をし

ているから、そういうことでございます。 

  今現在、国においても平均7.８％の給与

カットを、２年間でございますけれども、

されております。これと比較をいたしまし

たら、９9.６％ぐらいだったというふうに

思っております。 

  ですから、給与をお互い、片方は５％、

片方は7.８％ですけれども、おおむね近い

数字にあるというふうに思っております。 

  ただ、いろんな給与手当等がございまし

て、国とは少し違うかもわかりませんけど

も、本俸等の取り扱い等については、国の

基準どおりをやっているというふうに思っ

ております。 

  近隣のところについても、国の今回の改

正の基準どおり、提案をされているところ

は、それで提案をするというようなことを

聞いているところでございます。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  近隣がですね、国の提案どおり、よその

自治体が１００分の１０４から１００分の

８７、この数値に関しては、そのまま受け

入れたとしても、私は元のね、計算の母体

がちょっと違うんじゃないかなと思ってい

るんです。それがあくまでも国の水準どお

りだとおっしゃるんだったら、そうなのか

なと、受け入れることになるんですけども、

果たして近隣自治体と比べて、豊能町、そ

んなに多く、給料が高いとも、むしろ低い

んじゃないかなと、そこにきてね、この下

げ率というのは、ちょっと非常に厳しいも
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のがあるんじゃないかなと。 

  ただ、その言うように職員組合と話して、

国の水準だってことが、皆さんの中で御納

得いただいていれば、それまでのことなん

ですけども、そこの説明だけもう一遍お願

いいたします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  近隣の市等の給与較差ということでお話

しますと、先ほども言いましたように、ラ

スパイレス指数で比べますと、他の近隣市

というのは、大方１００に近い、あるいは

１００を超えているというところがござい

ますが、豊能町の場合は９２％ぐらいだっ

たというふうに認識をしておるところでご

ざいます。 

  今回、国において民間との給与の較差と

いうのはどういうふうにされたかと言いま

すと、企業の規模が５０人以上の民間の企

業で、6,３１４社を対象にして調査をされ

たというふうに聞いております。 

  その結果、国では約2,９００万円の退職

金に対して、民間では約2,５００万円の退

職金という結果が出て、今回の調整率の引

き下げというふうになったものというふう

に理解をしております。 

  以上でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  ほかにございますか。 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  公務員の給与引き下げというのがですね、

民間の、やはり給与引き下げに影響すると

いうのが今、大きな団体の組織ですね、言

われております。この負のスパイラルとい

うことで、地域経済の影響など、この法案

の問題は多岐にわたっているということが

今、大きな問題になっているんですけれど

も、そうした問題を含んだことをですね、

この豊能町において、長年働いてきて、や

っと、この仕事を終わると、しかし、再任

用はもう凍結されて解凍されていない。 

  そうすると、退職して年金が出るまでの

間、本当に退職金を食いつぶしてしまうと

いう、そういうふうなことも懸念されて、

大変これあっちこっちの労働者、自治体の

ほうでは反対運動も起こっております。そ

ういうもとで、この豊能町の職員組合でも

同じことが言われていると思うんですけど

も、先ほどの職員組合との話し合いの中で、

この退職の問題については、これは、どの

ように話しされてきたのかですね、これは

全く関係なかったんですか、その点ちょっ

とお伺いいたします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  先ほども御答弁をさせていただきました

けども、職員組合との交渉につきましては、

退職手当の引き下げと、それから人勧によ

ります定昇のストップというやつについて

は、二つ一緒にお話し合いをさせていただ

いた。その中で、先ほどの職員組合との話

し合いの結果になったということでござい

ます。 

  以上でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  話の結果は、そういうことでありますけ

れども、これは１１月１６日に前政権がで

すね、国家公務員の退職手当削減法案を４

００万円以上を一気に強行採決するという

ことですけれども、審議の内容といいます

と、１時間と４５分で終わってしまったと、
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そういう内容で全く国民の生活がどんなな

るかと、経済が低迷している中で、そうい

う問題が大きく取りざたされている中で、

今、政権が変わった中でも景気回復という

問題で随分、選挙もあったわけですけれど

も、そういうもとで、すぐには経済はよく

ならないということを今、経済関係の人が

言っておりますけれども、これこそ国民犠

牲の露払いとして強行された、この法案だ

ったということが言われているんですけれ

ども、民間の団体は、やはり公務員の給料

が引き下げられたら、私たちも、給料も引

き下げの対象になってくると、それと退職

手当についても連動してくるということで、

本当に深刻な問題として、今まだまだ交渉

の段階のところもあるわけなんですけれど

も、こうした公務員バッシングを利用して

の悪政の進め方ということが、今、言われ

ているわけですので、この点ね、それに追

随するという豊能町のあり方にも、私は問

題があると思うんですけれども、こういう

ことについては、再任用を、じゃあ解凍す

るという話にはならないのかどうかですね、

その点は今後はどうお考えなのか、お聞か

せ願いたいと思います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  国会ではですね、議員がおっしゃるとお

り、１１月１６日にすっと通ってしまった

というのが現状でございますけれども、こ

の調査自体はですね、平成２３年８月ごろ

から、もう既に人事院において総務省、財

務省、両方からですね、人事院に対して調

査を要請されおりまして、その時分から調

査をされてきたというふうに認識をしてい

るところでございまして、適正に判断を人

事院ほうでされて、有識者会議で審議をさ

れたというふうに思っているところでござ

います。 

  再任用制度については、今現在のところ

凍結の状態になっておりまして、それをや

めるということは、今のところ考えておら

ないところでございます。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  今、先ほども申し上げましたけど、やは

り経済低迷し、再来年から消費税増税とい

う、これ経済が上向きになれば別ですけれ

ども、そんなに政権がかわったからといっ

てですね、すぐによくなるわけではありま

せんので、その点の問題が、大きくやはり

国民生活、また、この豊能町の地域経済に

も大きな影響があると、大阪経済にもです

ね、そういうことですので、こういうこと

を言うとちょっと酷かもしれませんけど、

町長の退職金も今、まだ検討も、まだして

いらっしゃらない、そういうもとで全く説

得力のある、この提案ではないというふう

にも思いますのですが、その点はどういう

ふうにお考えなのか、町長のお考えをお聞

かせください。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  私の、今回こういった内容を提案させて

いただいて、職員組合の方ともお話しさせ

ていただいて、その中で私、現在、検討し

ておるところでございます。 

  今、先ほどから答弁ありましたように、

やはりこれ、職員の一般の分につきまして

は、一定国のほうで、人事院のほうで一定、

定められてということでお話きております

ので、これにつきましてはやらせていただ
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きたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  ほかに。永並啓議員。 

○７番（永並 啓君） 

  まず、今後、検討、特別職の退職金につ

いては、今後、検討ということを答弁され

てますけど、さきの私の一般質問におきま

しては、私は社会実情に応じて、大阪府知

事が６００万円ぐらいまで大きく、７割、

８割減額し、それに準じて大阪市長までも

が、そのくらい、その同額にまで、知事よ

り多くもらうことはおかしいということで、

そこまで下げている。そういったことを質

問しましたけど、町長の口からは豊能町の

条例に従って受け取るというような、公約

で述べていないと、そういうことをおっし

ゃられました。今のお話だと検討するとい

うことですが、それまでに、どういったあ

れで、意思決定の過程で考え方が変化され

たのか、１点お聞きしたいと思います。 

  それと、あと提案理由については、国家

公務員の退職給付の給付水準の見直しに準

じて、豊能町は地方公務員ですから、それ

を見直していくという方向ですけども、で

は、やはり首長においても、首長の、町の

町長の上位とは言いませんが、大阪府知事

の退職金より多くもらうということが、こ

れが正常な状況なのかということの、２点

を、まずはお聞きしたいと思います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  まず、１点目の、これにつきましては、

先ほどもお話しましたように、今回、当町

の提案の内容、これを受け、また、職員組

合との交渉をしている中で、職員組合の皆

様にも承諾いただいているということもあ

りますので、私としても考えていきたいと

思っております。それで検討したいという

ふうに考えております。 

  それともう一つ、知事、市長というお話

ですけれども、私、これにつきましては、

そこまでは考えておりません。ですので、

その、知事、市長がやっているからといっ

て、全ての市町村がやっているわけではご

ざいませんので、これは当町の考え方、私

の考え方でいかせていただきたいと思って

おります。 

  以上でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  提案理由。よろしいですか。 

  もう答弁してもろてよろしいですか。 

  永並啓議員。 

○７番（永並 啓君） 

  いや、あの、１点、提案理由でね、私が

聞いているのは、国家公務員に準じて下げ

ると言ってますので、それが矛盾しないか

ということです。 

  町長の判こを押されてますよね。それを

提案理由の中でこう書いているわけです。

それが今の答弁によると、知事、市長とは

関係ない、ほかのところはしてないからい

いんだというんではなく、大阪府の知事が

大阪府の税金で、豊能町は大阪府ですよね。

その税金で開かれた報酬審議会が、社会実

情を考慮して、民間企業、いろいろ考慮し

た上で出した数字を、全く無視できるとい

うことが矛盾しないかということを聞いて

ます。それを１点お聞きしています。 

  それと、あと話をしていく中で、検討し

なきゃだめと感じたというのは、私はもう

だめだと思います。やはりリーダーですか

ら。普通、どんな企業であっても、まずト

ップが下げる。そして、職員のほうが下げ

ていく、順序が全く逆だと思いますね。そ

うしたら交渉の中で、じゃあ私も、こんだ
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けにしますからというようなことがあった

のかどうかをお聞きしたいと思います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  まずは、その交渉の中で、私もこれだけ

にしますという話はなかったです。そうい

う話はしておりません。 

（発言する者あり） 

○町長（田中龍一君） 

  はい。それと、何でしたっけ…それにつ

きましては、私としては、私の考えの中で

考えてまいりたいと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  ちょっとお待ちください。きちんとね、

その件とか、今、助言があってね、その件

じゃなしに、きちんと質疑に対して答えて

くださいね。その件についてと助言しても

らって、主語で答えても記録には何ら残り

ませんので、ちゃんと、きちんとした答弁

をよろしくお願いします。 

  再度、永並議員申しわけないですけど、

質疑していただけますか。 

○７番（永並 啓君） 

  ２回目でいいですか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  ２回目で結構です。 

○７番（永並 啓君） 

  提案理由の中で、国家公務員の見直しに

準じてとなってます。国家公務員の人事院

勧告によって下げるから豊能町の地方公務

員も下げるというふうに提案理由になって

ます。田中町長の判も押してます。という

のと、では、特別職の退職金に関しては、

独自の豊能町で決めるという考え方が、そ

の矛盾しないのかということを確認してお

りますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  この一般職員の退職金につきましては、

国・府から要請があってということもござ

いますので、こういった形で取らせていた

だいています。その私の、特別職につきま

しては、そういった要請もございませんの

で、私はこれを、国家公務員の、こういう

ことを勘案しながら検討していきたいと思

っております。 

  以上でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永並啓議員。 

○７番（永並 啓君） 

  首長に要請なんてないですよ、どこも。

どこの知事、市長も、みずから改革をする

んであれば、先立ってという覚悟を見せる

ために、みずから下げてるんです。名古屋

の河村市長、松井知事、橋下市長、みずか

らがやるんです。それが田中町長について

いく職員へのＰＲ力、引きつけるリーダー

シップにもつながるんじゃないかというこ

とも聞いてます。そういったことは考えな

いですかということも聞いてます。 

  先ほど、その話の中ではしてませんとい

うことですけど、だって、田中町長が言わ

ないと出ませんよね、そんな話は。みずか

ら自分の覚悟というかですね、それを職員

に納得してもらうんであれば、こうだよ、

こうだよと、私はこうするから一緒に頑張

ろうよというようなものが、そりゃ田中町

長が言わないと進みませんよ。私は、今後

考えていきたい、要請がないからそれは知

りませんじゃ、それは誰について、豊能町

という船、どこへ行くのという形になると

思うんですが、そこを再度お聞きしたいと
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思います。 

  それと、先ほどの職員の給与に関しては、

いろいろ、これについても、そうかもしれ

ないですけど、交付税算入にいろんな影響

があるということですけど、例えば財政難

のところは、どんどん首長が退職金を減ら

していると。それで、じゃあ豊能町は従来

どおり、知事の３倍ぐらいはもらっている

と。それは、じゃあ豊能町、裕福じゃない

のというふうな形にはならないのかを、ま

た一度、確認したいと思います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  ほかの市町村がですね、特別職が大きく

下げているというのに、豊能町のほうが下

げておらないというのについて、特別交付

税等の影響はないのかということでござい

ますけど、これについてはちょっと直接的

にですね、やってませんので、わかりませ

んねんけども、例えば、人事院と給与の決

定、例えば勧告を、引き下げるようにと言

われているのにかかわらずですね、やらな

いとか、そういったようなときには影響は

多分してくると思いますけれども、今の現

状では、ほかの首長の退職金、永並議員が

言われた人以外のところについては、多少、

豊能町というのは退職金自体は、少しほか

の町よりも高いというようなところはござ

いますけれども、ほかの市やらと比べます

と大分差はあるというふうに認識しておる

ところでございます。 

  ですから、交付税が直接影響あるかどう

かというのは今すぐにはお答えできないと

いうふうに思っております。以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  先ほど言われた、先立ってということに

つきましては、私自身、公約に掲げて、ま

ずは２割の報酬のカットということで、そ

れはそれで、私は示しているというふうに

理解しております。 

  以上でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  問いはね、退職金についてですから、退

職金についての質疑ですから。前条例に戻

らないでください。今は第５７号議案で、

今の答弁は第５６号議案でございますので、

第５７号議案、退職金に限ってお答えくだ

さい。 

○町長（田中龍一君） 

  ですので、僕はトータルで考えておりま

すので、まずは報酬で、給与で、まずは示

しているというふうに理解しております。 

  それと、今後、退職金については検討し

てまいります。 

  以上でございます。 

（発言する者あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  ちょっとお待ちください。 

  再度、質疑を認めます。 

  永並啓議員。 

○７番（永並 啓君） 

  同じことしか言ってくれないんですけど、

質疑はそうじゃなくて、やはりリーダーで

すから、田中町長に職員はついていくわけ

ですね、それでやはり普通、民間企業とか

であれば、社長、重役がまず下げ、部長が

下げ、最後ですよ、職員というのは。 

  やはり行政に関しても、財政難のところ

は、首長がみずから率先して下げてますね。

ほかを見たら切りないですよ。下げてない

とこもいっぱいありますよ。でもそんなと

こ改革で全く注目されませんよね。改革で

注目されているようなところは、田中町長
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も改革をするんだと言って町長になりはっ

たんだと思いますよ。それやったら、そう

いったところ、みずから率先して、リーダ

ーが、みずから率先して、そういったこと

をしていくということが、リーダーシップ

力ではないですかということなので、そこ

ら辺に関してリーダーシップという観点か

らも、ちょっとお聞きしてますので、答弁

をよろしくお願いいたします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

 リーダーシップということについては、繰

り返しになるんですけれども、まずは、私

は２割、給与の削減をしているということ

で、まずはリーダーシップを示していると

思っています。 

  こちらの、もう一つの、退職金につきま

しては、ちょっとこれは後手になってしま

いましたけれども、職員の皆さんに受けて

いただいておりますし、私としても、これ

は頑張っていかなければいけないというこ

とで、今回、答弁させていただいていると

ころでございます。 

  以上でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  この際、暫時休憩いたします。 

  ２時５分、再開いたします。 

（午後１時５６分 休憩） 

（午後２時０６分 再開） 

○議長（福岡邦彬君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ほかに。平井政義議員。 

○１１番（平井政義君） 

  １点、この前の私、一般質問の中でもち

ょっと話しとったんですけども、やはり先

ほど来からずっと話が出てますわな、この

退職金について。それで、過去の議会とか、

全てのことから考えてですね、職員が、こ

んなに退職金を、１６％ですか、引いてい

く中でですよ、何で特別職、今までだった

ら、今まで過去のことであれば、ずっとこ

れに特別職は何パーセント引かせていただ

きますとかいうのが、今までの教育長やら、

前町長やらのときから、ずっと出ておった。

それが、この職員だけにしわ寄せして、何

で特別職がそのままでいくんか。ちょっと

その辺が私らわかりまへんねん。 

  何でかと言えば、職員にそんだけのしわ

寄せをいかすんなら、私はこれぐらい引い

てでも、みんなのためにやりますというの

が、町長、本来の指揮官違いますのんかい

な。その辺をちょっと答弁してください。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  まず、職員の退職金が、今回カットにな

ったというのは、私の記憶では、今回、初

めてではないかなと。それに先立ってとい

う考え方というのは、ちょっとこれまで、

どうだったのかなというのは、それはわか

らないですけども。 

（発言する者あり） 

○町長（田中龍一君） 

  いや、まずね、職員の退職金を今回、要

は減らすというのは、今回、初めてではな

いかなと思っておるんですけれども、それ

がまず１点と。 

  で、そのリーダーシップというか、先ほ

ど示してという話でいけば、これまで、そ

ういうことはなかったので、私が、まずは、

私が立候補したときには、そういう話はな

かったのに、まずは２割、給与については

カットしますということでリーダーシップ

を示したつもりですし、次に、今回、退職
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金についての話がありまして、こちら上程

させていただいて、話もしたので、その中

で、私も今回、検討していきますという話

でございます。 

  以上でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  平井政義議員。 

○１１番（平井政義君） 

  職員の話が、こういう形で出てきたと、

ほんなら私も考えますという話だけで、自

分の形としては何もまだ示されてませんわ

な。今後、これから考えていくだけであっ

てですな、何も今の話の中には浮いてない

と。だから、みんなが理解しにくいんです。 

  職員の退職金の、この今カットが出てき

た、１６％カットする。そんな中でやった

ら、私もここの首長として、もっと君らの

ためにも、私らがみずからもっと身を削っ

てやっぱりやっていかんことには、財政再

建なんか成り立たんという考えを持つのが、

今の現状の町長違いまんのんかいな。その

辺に立ってでっせ、職員の１６％は出てる

けども、私らは今、関係おまへんねん。そ

んなん違いますやろう。 

  それと、先ほどから、その各企業や、い

ろんな話が出てますわ。普通の企業へ行っ

て４年間で退職金ありますか。ゼロでっせ、

ほとんどが。今の企業、どんな会社へ行っ

てもゼロでしょうが。それすら、私ら不思

議に思うんですわ。 

  何ぼ特別職やから、また特殊な仕事であ

ろうか知りませんけれども、退職金という

のはやはり４年間の報酬の中の積み上げで

いただく分ですからね。やっぱりその辺は

自分らも考えて、それと職員の組合との話

し合いでもやね、もっともっと深く考えて

いかんことには、やはり指揮官の下へつい

てきまへんの違いますか。その辺の考えは

持って示すべきだと、私は思いますけどね。

その辺が、今のみんなが聞いておられる話

のまとまらない部分だと思いますねん。指

揮官としてやっぱり、いや私なら、これぐ

らいのことはやっていきたいというのを持

っていくべきだと思いますけど、その辺ど

うお考えですか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えします。 

  私ならこれだけというのは、それについ

ては、また、これからちょっと検討してま

いりたいと思っておりますので、はい。今、

職員と同じだけはしたいと思っております。

はい。 

（発言する者あり） 

○町長（田中龍一君） 

  以上でございます。それと、あと先ほど

４年務めてという話があったんですけれど

も、これやはり特別職ということもござい

ますし、やっぱり民間の例えば役員とかと

なれば、それは、それ相応のこともあろう

かと思いますので、それについては、一定

理解があるのかと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  平井政義議員。 

○１１番（平井政義君） 

  これはね、個人が踏み切って、個人が下

げていく、私は、このようにしたいという

のを出さん限りは、私らが決めることじゃ

ないんですから。ただ、この議案に対して、

このままで、私らがほんなら職員の退職金

だけを１６％引く、はい、賛成しますとい

うて立てますか。その辺も問題になるんで

すよ。だから、リーダーシップというもの

は、私は、これは本当に気の毒や思う気持

ちを持って接しなきゃだめなんですわな。
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この議案一つ一つに対しても。 

  今の、そら町長から、さっきからずっと

おっしゃっているのは、報酬の２０％、２

０％言うて、力を入れて言うてはりますけ

ども、そら池田前町長にしたかて、私、質

問の中でもやりました。１７％でしたわな。 

  そやけども、池田前町長は退職金、半額

してはりますわ、あの人、自分で言うて、

やりはりました。そういった意思が見えて

こないというのんで、私は今ちょっとあえ

てちょっと質疑させてもろてますねん。 

  ただ、議案に対しての影響がなければよ

ろしいよ。こんな今の話、ずっと聞いとっ

て、この議案に賛成してくださいいうたっ

て、そらしてあげたい。町長の分は特別職

やから知りません。そやけど、それとやっ

ぱりセットとして考える人間が多数おると

思いますんやわ。その辺も踏まえて、やは

り進んでいくんだから、私はあえて質疑し

ました。もう答弁は結構です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  ほかに。 

（「なし」の声あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

  井川佳子議員。 

○２番（井川佳子君） 

  私は、第５７号議案に反対の立場で討論

させていただきます。 

  今、現豊能町の職員の方は５％下げてい

らっしゃいます。でも、その元になる給料

というのはですね、それはちゃんとした法

律にのっとって給料表があり、当然いただ

いてもらうべき金額であります。それなの

に５％引いてですね、効果額という、ちょ

っと酷な名前になりますが、１億円、１年、

１億円下げていらっしゃるわけなんです。

それにですね、さらにこれ案を通しますと、

何と８億7,８００万円、このお金がですね、

職員の皆様のとこじゃなくて、町のために

使ったらという案もあるでしょうけど、あ

まりにも酷だと私は思いますので、私は、

この議案には賛成しかねます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  ほかにございますか。 

  岩城重義議員。 

○４番（岩城重義君） 

  第５７号議案に反対の立場で討論をいた

します。 

（発言する者あり） 

○４番（岩城重義君） 

  個人です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  静かにしてください。 

○４番（岩城重義君） 

  この第５７号議案ですけども、今、本会

議場でいろいろ審議されましたけども、そ

の審議のとおりやと思っております。やっ

ぱり、私、町長に対しまして、別に退職金

を下げなんか今まで一回も、町長がとおら

れてから一回も思ってなかったんですけど

も、この職員に対する、こういうやつをね、

出される場合は、やはりみずから決断して

いただくというのが、やっぱり筋やと思い

ます。その筋違いの、この議案に対しまし

ては、反対を表明いたします。皆さんもよ

ろしくお願いします。 

（発言する者あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  ほかにございますか。 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  日本共産党の高尾靖子でございます。 

  第５７号議案に反対の討論をいたします。 

  今回、提案されました議案に対して、民

間労働者への引き下げ、圧力という負のス

パイラル、地域経済への影響など、国会で
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出された、この法案の問題が多岐にわたっ

ております。その問題を、ここの豊能町に

おいて、提案されてきた問題として大きな

問題が広がっていくものと考えております。 

  この、町長は、退職金は、まだ検討中と

いうことでございますけれども、やはり先

ほど総務部長からも答弁がありましたけれ

ども、町職員の士気の問題、低下するとい

うような話もありました。そういう問題も

含めて、町長のみずからの退職金にはきっ

ちりと触れられていないところに大きな問

題があると思います。 

  このことに関して、やはりこれからの問

題として、私は賛成できないということで、

反対の討論といたします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  ほかにございますか。 

  永並啓議員。 

○７番（永並 啓君） 

  町政会を代表し、第５７号議案に賛成の

討論をさせていただきます。 

  先ほど、総務部長からも、いろいろ下げ

ることによって、士気が下がるという答弁

がされました。やはり下がるということは、

職員の働く士気というものは下がる。それ

を下げないように努力する。これが町長の

リーダーシップであると思います。 

  これまでの反対討論でありますように、

やはり町長みずからが一定の割合を示すこ

とが重要だと思っております。 

  さらに、私は、今回の提案理由にありま

すように、国に準じて地方公務員の退職金

も下げていくということですから、やはり

大阪府の豊能町ですから、大阪府知事、大

阪市長の退職金に準じて、私は合わせるべ

きだと考えております。そうしていただく

ことを要望しですね、それとあと、私の先

日の一般質問の中では、公約で言っていな

いから普通に受け取るということをおっし

ゃられましたけど、やはり今回、その考え

方が若干修正されております。それは職員

とのいろいろな議論の中で、私も下げなき

ゃならないというふうに感じられたとおっ

しゃられております。 

  でも、やはり改革派の首長たちは、みず

から社会実情を感じた上で、それを率先し

て下げております。 

  やはり、新しい田中町長におかれまして

も、今の社会実情、４年間で1,７００万円

もらうということが、社会実情に応じて合

っているのか、そういったことを肌身に感

じて、人事院勧告が来たから検討するでは

なく、そういった社会実情をもっと敏感に

感じた上で検討していただくということを、

非常に期待して賛成とさせていただきます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永並議員に申し上げます。 

  前回も申し上げましたように、要望とか

期待という形は討論にはありませんので、

今後、御注意ください。 

  ほかにございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。 

（多数起立８：５） 

○議長（福岡邦彬君） 

  起立多数であります。 

  よって、第５７号議案は、原案のとおり

可決されました。 

  日程第５「第５８号議案 豊能町農地及

び農業用施設災害復旧事業の施行につい

て」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  川上建設環境部長。 

○建設環境部長（川上和博君） 
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  それでは、第５８号議案、豊能町農地及

び農業用施設災害復旧事業の施行について、

の件につきまして御説明申し上げます。 

  本件につきましては、平成２４年１０月

２３日の１０月豪雨により被災した農地及

び農業用施設の応急工事計画につきまして、

土地改良法第９６条の４第１項において読

み替えて準用する同法第８８条第１項の規

定により、豊能町営土地改良事業を施行す

ることにつきまして、議会の議決を求める

ものでございます。 

  議案書の右のページをお願いします。 

  事業名でございますが、平成２４年１０

月２３日の１０月豪雨による災害復旧事業

でございます。 

  総事業費は３８９万1,０００円でござい

ます。事業施行場所としましては、豊能町

牧中田７番地の３、他３件でございまして、

農地が２件、道路が１件、水路が１件の合

計４件でございます。 

  事業期間といたしまして、平成２４年１

２月から平成２５年４月までとするもので

ございます。 

  事業内容は、平成２４年１０月２３日の

１０月豪雨により被災した農地（畦畔を含

む。）でございます。及び農業用施設（農

道・水路）の復旧を行い、従前の効用を回

復するものでございます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

きまして、御決定いただきますよう、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（福岡邦彬君） 

  起立全員であります。 

  よって、第５８号議案は、原案のとおり

可決されました。 

  日程第６「第５９号議案 平成２４年度

豊能町一般会計補正予算の件」を議題とい

たします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  第５９号議案、平成２４年度豊能町一般

会計補正予算の件について、御説明を申し

上げます。 

  補正予算書の１ページをお願いいたしま

す。 

  平成２４年度豊能町一般会計補正予算

（第６回）でございます。 

  第１条といたしまして、既定の歳入歳出

予算の総額に３８２万6,０００円を増額し、

歳入歳出それぞれ６３億1,７９２万3,００

０円とするものであります。 

  補正の款項の区分、金額並びに補正後の

金額は、２ページの「第１表歳入歳出予算

補正」によります。 

  第２条といたしまして、繰越明許費でご

ざいますが、３ページの「第２表繰越明許

費」をごらんいただきます。 

  災害復旧費のうち、今回、補正いたしま

す工事については、年度内に完了すること

ができないため３８３万6,０００円を繰り

越すものでございます。 

  それでは、今回の補正の内容について、

歳出から説明をさせていただきます。 

  ８ページをお願いいたします。 
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  総務費、一般管理費の積立金につきまし

ては、今回の補正の財源調整といたしまし

て、財政調整基金積立金を６万5,０００円

減額するものでございます。 

  災害復旧費の耕地災害復旧費は、第５８

号議案で説明いたしました、耕地災害復旧

事業の経費を増額するものでございます。 

  次に、歳入でございますが、７ページを

お願いいたします。 

  耕地災害復旧事業に係ります受益者分担

金と府補助金でございます。 

  説明は以上でございます。よろしくお願

いいたします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（福岡邦彬君） 

  起立全員であります。 

  よって、第５９号議案は、原案のとおり

可決されました。 

  この際、暫時休憩いたします。 

  再開は１４時４５分とさせていただきま

す。 

（午後２時２６分 休憩） 

（午後３時１０分 再開） 

○議長（福岡邦彬君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  日程第７「第５号議会議案 豊能町議会

会議規則改正の件」を議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  小寺正人議員。 

○５番（小寺正人君） 

  第５号議会議案、豊能町議会会議規則改

正の件。豊能町議会会議規則の一部を改正

する規則を次のように定める。 

  平成２４年１２月２０日提出。 

  提出者、豊能町議会議員、小寺正人。 

  賛成者、同、山下忠志、同、高尾靖子、

同、井川佳子、同、秋元美智子、同、永並

啓、同、竹谷勝、同、西岡義克。 

  提案理由。 

  地方自治法の改正に伴い、新たに会議で

の公聴会、参考人の制度を規定するため。 

  第９条につきましては、現状に合わせて

会議の開始時刻を午前９時３０分とするも

のです。 

  第１７条第１項は、修正の動議に関する

規定が地方自治法第１１５条の３に規定さ

れたことに伴う改正です。 

  第７３条第２項については、議会運営委

員会の所管事務調査に関する規定が法第１

０９条第３項に規定されたことに伴う改正

です。 

  改正後の第１４章、公聴会については、

法改正に伴いまして、本会議で公聴会を開

けるようになりましたので、その手続等に

ついて規定するものです。 

  改正後の第１５章、参考人につきまして

は、同じく法改正に伴いまして、本会議に

参考人を出席させることができるようにな

りましたので、その手続等について規定す

るものです。 

  改正後の第１６章以降につきましては、

章について２章ずつ繰り下げ、条について

は７条ずつ繰り下げるものです。 

  附則といたしまして、第７３条第２項の

改正は地方自治法の一部を改正する法律附

則第１条ただし書に規定する政令で定める
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日から施行するものです。 

  その他の改正につきましては、公布の日

から施行するものです。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（福岡邦彬君） 

  起立全員であります。 

  よって、第５号議会議案は、原案のとお

り可決されました。 

  日程第８「第６号議会議案 豊能町議会

委員会条例改正の件」を議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  小寺正人議員。 

○５番（小寺正人君） 

  第６号議会議案、豊能町議会委員会条例

改正の件。豊能町議会委員会条例の一部を

改正する条例を次のように定める。 

  平成２４年１２月２０日提出。 

  提出者、豊能町議会議員、小寺正人。 

  賛成者、同、山下忠志、同、高尾靖子、

同、井川佳子、同、秋元美智子、同、永並

啓、同、竹谷勝、同、西岡義克。 

  提案理由。 

  地方自治法の改正に伴い、委員の選任等

について規定するため。 

  委員の選任方法につきましては、これま

で地方自治法に規定されておりましたが、

同法の改正に伴い、法律ではなくて条例で

規定することになったため、条例を改正す

るものです。 

  改正後の第７条第１項、第２項について

は、法第１０９条第２項に規定されており

ました。改正後の第７条第３項につきまし

ては、法第１１０条第２項に規定されてい

たものです。 

  附則といたしましては、地方自治法の一

部を改正する法律附則第１条ただし書に規

定する政令で定める日から施行するもので

す。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（福岡邦彬君） 

  起立全員であります。 

  よって、第６号議会議案は、原案のとお

り可決されました。 

  日程第９「第７号議会議案 豊能町議会

政務調査費の交付に関する条例改正の件」

を議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  小寺正人議員。 

○５番（小寺正人君） 

  第７号議会議案、豊能町議会政務調査費

の交付に関する条例改正の件。豊能町議会

政務調査費の交付に関する条例の一部を改
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正する条例を次のように定める。 

  平成２４年１２月２０日提出。 

  提出者、豊能町議会議員、小寺正人。 

  賛成者、同、山下忠志、同、高尾靖子、

同、井川佳子、同、秋元美智子、同、永並

啓、同、竹谷勝、同、西岡義克。 

  提案理由。 

  地方自治法の改正に伴い、政務活動費の

交付について規定するため。 

  改正理由の一つ目は、地方自治法の一部

改正に伴いまして、政務調査費から政務活

動費に交付対象が拡大されたことです。 

  改正理由の二つ目は、これまで会派を対

象としていたものを議員の職も対象とする

ものです。 

  改正後条文について説明します。 

  第２条につきましては、政務活動の経費

の範囲を条例の別表で規定したものです。 

  これまでの政務調査費は、規則で使途基

準を規定しておりました。 

  第５条につきましては、議員に係る政務

活動費の額について規定しております。 

  なお、第４条第４項の規定により、会派

において同一議員と重複して交付すること

はできせん。 

  第６条は、会派の届出について、第７条

は会派等の通知について、改めて規定した

ものです。 

  第１０条第６項は、議員の政務活動費の

返還について、新たに規定しております。 

  第１１条第３項は、議員が議員でなくな

ったときの収支報告書の提出について、新

たに規定しております。 

  第１２条は、政務活動費の適正な運用を

期するために議長の役割を規定しておりま

す。 

  その他、文言の整備を行っております。 

  附則といたしまして、地方自治法の一部

を改正する法律附則第１条ただし書に規定

する政令で定める日から施行するものです。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（福岡邦彬君） 

  起立全員であります。 

  よって、第７号議会議案は、原案のとお

り可決されました。 

  日程第１０「議会活性化特別委員会の閉

会中の所管事務調査について」を議題とい

たします。 

  本件につきましては、会議規則第７３条

の規定により、閉会中の所管事務調査とい

たしたい旨、議会活性化特別委員会委員長

より申し出がありました。 

  お諮りいたします。 

  委員長からの申し出のとおり、これを許

可することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  異議なしと認めます。 

  よって、閉会中の所管事務調査は、委員

長の申し出のとおり許可することに決定い

たしました。 

  お諮りいたします。 

  議会運営委員会、広報特別委員会、交通

特別委員会及び議会活性化特別委員会より、

閉会中の審査申し出があります。 
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  これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  異議なしと認めます。 

  よって、閉会中の審査を許可いたします。 

  以上をもって、本日の日程は全部終了い

たしました。 

  本日は、これをもって散会いたします。

どうも長い間、御苦労さまでした。 

  最後になりましたが、いいお年をお迎え

ください。 

  ありがとうございました。 

 

散会 午後３時２２分 

 

 ※平成２４年度第５回定例会は、平成２４

年１２月２８日午後５時００分をもって自

然閉会した。 
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本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

第５４号議案 平成２４年度豊能町一般会計補正予算の件 

第５６号議案 豊能町一般職の職員の給与に関する条例改正の件 

第５７号議案 職員の退職手当に関する条例等改正の件 

第５８号議案 豊能町農地及び農業用施設災害復旧事業の施行について 

第５９号議案 平成２４年度豊能町一般会計補正予算の件 

第５号議会議案 豊能町議会会議規則改正の件 

第６号議会議案 豊能町議会委員会条例改正の件 

第７号議会議案 豊能町議会政務調査費の交付に関する条例改正の件 

議会活性化特別委員会の閉会中の所管事務調査について
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    以上、会議の次第を記し、これを証するためここに署名する。 

 

 

 

    平成  年  月  日署名 

 

 

 

      豊能町議会 議 長 

 

      署 名 議 員       ６番 
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